低体重児出生届
	乳児
	ふりがな
	
	個人
番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氏名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	現在地
	□　届出者の住所と同じ　　　　□　出生場所（医療機関等所在地）と同じ
□　産婦の居住地（里帰り先等）と同じ
〒


	
	出生場所
（医療機関等名）
	
（電話　　　　　　　　　　　　　　　　）　

	
	出生日時
	令和　　　年　　　月　　　日
	午前　・　午後
	　時　　　分

	
	在胎週数
（妊娠期間）
	週　　　日　
	第　　　　子
	単胎　・　多胎（　　　胎)

	
	出生時の
体重・身長
	グラム　　　　　センチ
	性別
	男　・　女　・　回答しない

	産婦
	ふりがな
	
	生年
月日
	　　　　　　　　　年　　　月　　　日
（　　　　　歳）

	
	氏名
	
	
	

	
	連絡可能な
電話番号
	
	個人
番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	住所地
（住民票所在地）
	[bookmark: _GoBack]□　届出者の住所と同じ
〒
佐賀市

	
	居住地
（里帰り先など
住所地と異なる場合）
	〒


	参考事項
	（お子さんの様子や心配なこと、相談したいことなどを記入して下さい。）

	
	「こんにちは赤ちゃん訪問について」
佐賀市では、生後１～２か月頃に助産師・保健師が、生後３～４か月頃に地域の母子保健推進員が訪問します。
　□通常の訪問を希望する　　□早めの訪問を希望する　□里帰り先への訪問を希望する

	　　佐賀市長　様
　母子保健法第18条に基づき、低体重児の出生を届出ます。
　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
届出者　住所

氏名
乳児との関係
電話番号


記載上の注意　受付印

　・「現在地」の欄は、現在所在する場所を記入してください。
　・「住所地」の欄は、住民票上の住所を記入してください。
　　　　　　　　　　　・「居住地」欄は、里帰りなどしている場合は里帰り先などを記入してください。
備考　　
・低体重児とは、出生時の体重が2500g未満の乳児をいいます。

※市記入欄

　　□市民確認（SHIPS・TIARA・市民生活課・その他　　　　　　）
　　□本人確認（個人番号カード・通知カード等＋運転免許証等・通知カード＋健康保険証等・その他（　　　　　　　　　　　）
　　□システム入力（出生届・支援実施フォロー（母子とも）・電話番号）　　（必ず届出時に登録）
	乳児健管番号
	０
	０
	
	
	
	
	
	
	
	

	母子健康手帳番号
	２
	０
	
	
	
	
	
	
	



